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第５回 淡輪-北港スプリングヨットレース 

レース公示（ＮoＲ） 

                                      ２０２６年４月１日 Ver1.10 
大会組織 

主催（運営）  ＮＰＯ法人大阪北港ヨットクラブ（OHYC）（運営：レース委員会） 

協力      一般財団法人大阪府マリーナ協会、大阪ベイ淡輪ヨットクラブ、一般社団法人関西ヨットクラブ  

 

１．適用規則 

１．１ 「セーリング競技規則(RRS)」に定義された規則を適用する。 

１．２  外洋特別規定（OSR）「付則 B インショアレース用特別規定」を適用する 

 

２．コミュニケーション 

２.１   レース委員会、プロテスト委員会からの連絡は、末尾記載のＬＩＮＥオープンチャットを公式掲示板として  

活用して行う。大会参加艇は、大会開催前から、そのから発せられる通告、連絡事項を常時確認すること。  

「公式掲示板 2026 淡北ヨットレース」 こちらへの参加艇からの連絡は認めない。 

２.２   運営団体と参加艇との連絡は、次のＬＩＮＥオープンチャットを用いる 

 「リクエスト 2026 淡北ヨットレース」 

 

      公式掲示板                   リクエスト 

 

    https://line.me/ti/g/YvusDXUBRR     https://line.me/ti/g/_DH-fhMB94 
 

           
 

３．参加資格 

３.１  当ヨットレース開催主旨（クルーザーによるレースの興隆とセーラー間の親睦）に賛同する艇とします。 

３.２  全長２０フィート以上のモノハルキャビン付きクルーザーヨットで、日本小型船舶検査機構の有効な船舶検査

証を有し、大会期間中(回航中、事前事後の係留期間を含む)の有効なヨット保険（賠償責任保険、搭乗者障害

保険、遭難捜索費用保険)に加入している艇とします。 

３.３  完記された申込書を提出し、且つ、正しく参加料を納付した艇とします。 

３.４  本レース委員会が決定したクラス分け、及びＴＣＦを承認する艇とします。 

 

４.レース概要 

大阪湾関西空港沖（淡輪沖）から西宮一文字堤防沖への大阪湾内とします。 

距離:約２５マイル。 コース概略図 添付 

なお、大会当日の海況等により、スタート位置を北上させ、コースを短くすることもあります。 

 

５.クラス分け 

全参加艇をＡ、Ｂの２クラスに区分する。 

Ａクラス     全長 33 フィート以上の艇 

Ｂクラス     全長 33 フィート未満の艇  

尚、全長については、検査証上の値ではなく、カタログの艇種区分上の値に基づくものとする。  

５.２    各クラスにおいて、確定した参加艇数が３艇未満の場合は、当該クラスは開催しない。  

５.３    ５.２の場合を含めて、レース委員会は、参加申込みの状況により、クラス分けを変更することがある。  

 

６.大会の日程 

     ５月４日(月・祝) １６：００～１７：００ 出艇申告・乗員登録受付（淡輪ヨットハーバー内） 

               １８：００〜      艇長会議 但し、関空一周レースの表彰式の後に開催します。 

＊前夜祭等のイベントは開催しません。 

https://line.me/ti/g/YvusDXUBRR
https://line.me/ti/g/_DH-fhMB94
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     ５月５日(火・祝)  ７：５５         予告信号 各クラス同時の一斉スタートとします。 

              １５：００         タイムリミット 

 

注意 大阪北港マリーナ周辺の水深は極めて浅くなっております 

レース終了後に大阪北港マリーナへの入港は極力避けてください。 

本公示末尾の B.参加艇へのお願い 係留場所等について をご覧ください。 

     ５月９日(土)   表彰式は関西ヨットクラブ主催のマリンカーニバルの中で行います。 

             開催時刻は、追って案内いたします。 

 

７．大会の中止の条件 

本大会は、次のいずれかの場合には、主催者の判断により開催を中止します。 

なお、参加料は必要経費を控除して返戻します。 

・参加艇数の合計が８艇未満の場合。 

・主催者が、その他事情により、開催が困難と判断した場合。 

 

８.参加申込手続き及び参加料 

８.１   参加申込はＷＥＢエントリー方式での受付としますので、以下のリンクへアクセスしてください。 

 

申込先   https://forms.gle/9sdd2uecbxo9N5Cc7 
 

８.２   提出書類 各クラスとも大会参加申込に必要な書類は、ＮｏＲ．３.２、３.３に記載のとおりとします。 

但し、３.２に記載の書類を事前に提出する必要はありませんが、大会期間中は、随時確認の為に提示を 

求めることがあるため、艇に保管してください。 

８.３  申込期間は２０２６年３月２９日（日）から同年４月２０日(月)までとします。 

それ以降のレイトエントリーは受付しない。また、参加費の入金確認をもって受付の確定とします。 

８.４  各クラス共参加料は次のとおりとし、全額を指定口座に振込んでください。 

参加料 ： １艇    １０，０００円 

乗員１名   １，０００円 

 参加費振込先指定口座   

      銀行名        三井住友銀行 港支店 

口座種別・番号     普通口座 Ｎｏ，１５８３７１２ 

口座名義         特定非営利活動法人大阪北港ヨットクラブ クラブレース委員会 

注意事項       ★振込時には振込人名の前に「艇名」を記載してください。 

      振込費用は申込者でご負担ください。 

８.５   先着順に受け付けますが、本レース前後の大会の状況等により参加申込をお断りする場合もあります。 

 

９.順位および時間修正システム 

９.１ 各クラスとも各艇の所要時間に T.C.F を乗じた修正時間（秒単位、小数点以下は切り捨て）に 

より順位を決定します。 

尚、TCF 値は当レース委員会が独自に決定します。（修正時間（秒） = T.C.F×所要時間（秒）。 

９.２ 各クラス等での順位は、修正時間が同一の場合は、T.C.F.値の低い艇を上位とします。 

９.３  リコールに関する規則違反については、OCS に代わる罰則として、所要時間に５％のタイムペナルティー 

     を適用する。これは RRS６４を変更している。 

 

１０.帆走指示書等の配布 

     帆走指示書は、２０２６月４月１３日頃に公式掲示板に掲載します。 

 

１１.安全規定 

１１.１  レース予定海域で使用できる２台以上の携帯電話を携行しなければならない。申込時届出ください。 

     予備の携帯電話、予備のバッテリー、水密パックの搭載を強く推奨します。 

１１.２ レース参加艇は、レースの為ハーバーエリアから出港後、レース終了後ハーバーエリアに帰港 

するまでの間、個人用浮揚用具（ライフジャケット）を着用しなければならない。 

１１.３ ＪＳＡＦ登録艇が使用するライフジャケットは、「付則 B インショアレース用特別規定」5.01.1 

に規定されたものでなければならない。 

１１.４  ＪＳＡＦ非登録艇が使用するライフジャケットは、前項の機能を備えた「小型船舶安全規則に 

規定する小型船舶用救命胴衣（認証済・桜マーク付）でなければならない。 

１１.５ 各艇において、電動ウインチ、オートパイロット、ウインドベーンの使用を認めます。 

 

https://forms.gle/9sdd2uecbxo9N5Cc7
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１２.無線の使用 

１２.１ レース委員会は、出艇申告時に、各艇に GPS 端末等を艇に搭載することを求める場合があります 

１２.２ レース委員会はＶＨＦ７３ｃｈにより参加艇に運営事項等のアナウンスを行う場合があります。 

１２.３ レース中に携帯電話等による SNS 等への投稿・発信を認めます。また、いかなる形態の電子航海機器 

の使用も認めます。従って、これらの情報機器の使用は抗議・救済の根拠にはならないものとします。 

 

１３.賞と表彰式    

１３.１ ＡＢ各クラスの艇にカップを授与します。   

１３.２ 各クラスでカップの授与は次のとおりとします。 

     ・参加艇が５艇以下の場合は、     第１位のみとします。 

     ・参加艇が６艇以上１０艇以下の場合は、第１位と第２位とします。 

     ・参加艇が１１艇以上の場合は、    第１位、第２位と第３位とします。 

１３.３  本大会の成績発表は、当クラブのホームページへの掲載により行います。 

１３.４ 表彰式は、５月９日（土）に新西宮 YHで開催の KYC 様のマリンカーニバルで行います。 

     尚、表彰式への参加が難しい艇へは、後日、オーナー様宛にカップを送付いたします。 

１４.責任の所在 

     この大会の競技者は自分自身の責任で参加するものとします(RRS３参照)。主催団体は、この大会 

     の前後、期間中に生じた物理的損傷、又は身体傷害もしくは死亡によるいかなる責任も負いません。 

１５.著作権（本大会においてのメディア規定を定める） 

１５.１  主催団体は、参加艇の一部または全部に対して、スマートフォンその他の機器による航跡追跡及び 

         そのデータ取得等のための機器の搭載を要請する場合があり、要請を受けた競技艇はこれを拒むことが 

できないものとします。又、航跡追跡のデータにかかる所有権、著作権、その他一切の権利は、全て主催 

団体に帰属するものとし、レース参加者は、その利用について一切の異議を述べれないものとします。 

機器類は主催団体が準備する。 

１５.２  主催団体はレース準備中ならびにレース中に、画像・映像等の撮影を行うことがあり、レース参加者はこれを 

承諾するものとします。また、撮影された映像の権利は全て主催団体に帰属するものとし、レース参加者は、 

肖像権その他の権利を行使せず、又、当該映像の複製、上映、その他の利用について一切異議を述べないもの 

とします。 

 

１６．広告 

参加艇は、主催団体により提供される広告を表示するよう要求されることがあり、拒否できないものとします。 

 

***** その他追加情報 ***** 

 

A.大会事務局   大会期間中の事務局およびレース本部は大阪北港マリーナ内のメルボルンハウスに置きます。 

         〒554-0052  大阪市此花区常吉２丁目１３番１８号 

大阪北港ヨットクラブ レース委員会 

      委員長  宇都宮則夫  ０９０－５４６４－２４２３ 
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淡輪－北港スプリングヨットレース コース概略 

注意  帆走する海域を示したものであり、スタートやフィニッシュの位置を示したものではない。 

     正式な位置等は、帆走指示書にて示します。 

 

  ・ 航海用海図を借用した。 

 


